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発行／青森県深浦町  編集／総合戦略課 №№４４００１１  

 

 

 

岩崎方面及び深浦地区で運行しているコミュニティバスは、年末年始の１２月３０日（木）

から１月４日（火）まで運休します。 

 

□問合せ先  

 総合戦略課 地域政策係 ＴＥＬ ７４－２１２２ 

 

 

 

 

年末年始のごみ収集業務については、次のとおり休業となりますので、お知らせします。 

■休業する期間 

１２月３１日（金）～１月３日（月） 

※エコクリーンアフイも同期間休業となりますので、ご注意ください。 

 

□問合せ先 

町民課 町民生活係  ＴＥＬ ７４－２１１５ 

エコクリーンアフイ  ＴＥＬ ７６－３７００・７６－３７０１ 

 

 

 

 

 １２月２８日（火）は、町県民税（４期）及び国民健康保険税（６期）の納期限です。納め

忘れのないよう、ご注意ください。 

◎納期限までに納付されなかった場合は督促状が送付され、 

督促手数料が徴収されます。 

  

□問合せ先  税務課 収納係  ＴＥＬ ７４－２１１４ 

ココミミュュニニテティィババススのの運運休休ににつついいてて  

年年末末年年始始ごごみみ収収集集業業務務休休業業ののおお知知ららせせ  

納納税税ののおお知知ららせせ  
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今回は、追加接種に用いるワクチンの種類についてお知らせいたします。 

前回の追加接種に関するお知らせで、「追加接種を開始する際に町に配分されるワクチン

は、ファイザー社製です。」とお伝えしました。そして、追加接種に使用するワクチンの最

初の町への配分はファイザー社ワクチンでした。 

しかし、その後の、国から自治体に配分されるワクチンは、ファイザー社ワクチンとモデ

ルナ社ワクチンの２つのワクチンが配分される予定となりました。 

１回目及び２回目接種の際は、町にはファイザー社ワクチンが配分され、職域接種や大規

模接種などはモデルナ社ワクチンが使用されました。 

しかし、３回目接種では町にもモデルナ社ワクチンが配分されます。 

そのため、町民のみなさまも町で追加接種を受ける際、１回目と２回目はファイザー社ワ

クチンでも、３３回回目目ははモモデデルルナナ社社ワワククチチンンととななるる場場合合ががあありりまますす。。（（交交互互接接種種））  

 

２２つつののワワククチチンンのの特特性性はは？？  

ファイザー社ワクチンもモデルナ社ワクチンも、どちらも種類はｍＲＮＡワクチン（メッ

センジャーＲＮＡワクチン）です。 

ｍＲＮＡワクチンは、抗原となるタンパク質を作り出すための設計図となるｍＲＮＡを

体内に接種するワクチンです。 

交交互互接接種種のの安安全全性性はは？？  

交互接種による３回目接種の抗体価上昇は良好であるとされています。 

また、交互接種を行った際の副反応は２回目接種後の副反応と同程度で、交互接種と同種

接種で副反応の差はないと報告されています。 

追加接種に使用するワクチンは、１回目及び２回目接種に用いたワクチンの種類に関わ

らず、ｍＲＮＡワクチンを用いることが適当であるとされています。 

※交互接種：１回目及び２回目のワクチンと違うワクチンを３回目に接種 

同種接種：１回目及び２回目のワクチンと同じワクチンを３回目も接種 

追追加加接接種種ににおおけけるるモモデデルルナナ社社ワワククチチンンのの副副反反応応はは？？  

 注射部位の痛み・全身のだるさ・頭痛・筋肉痛が多く、軽度から中等度みられ、２回目接

種後と同様と報告されています。 

フファァイイザザーー社社ワワククチチンンととモモデデルルナナ社社ワワククチチンンをを選選べべるるのの？？  

 ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンの配分量や配送日に合わせて、どちらのワク

チンを使用するかを、実施予定日または接種会場単位で設定する計画です。 

 接種間違いを防ぐために、その日・その会場で使用するワクチンは１種類のみです。 

 実施予定日及び接種会場をお知らせする際に、使用予定のワクチンも併せてお知らせし

たいと思います。 

 

□問合せ先  新型コロナウイルスワクチン接種対策室（健康推進課内） 

       ＴＥＬ ８２－０１９０ 

新新型型ココロロナナウウイイルルススワワククチチンン  

追追加加接接種種（（３３回回目目接接種種））にに関関すするるおお知知ららせせ  
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乳
幼
児
の
虐
待
を
、
『
め
っ
た
に
な

い
特
別
な
出
来
事
』
と
と
ら
え
て
い
ま

せ
ん
か
？
乳
幼
児
の
子
育
て
を
経
験

し
た
親
の
中
に
は
、
『
虐
待
が
お
き
る

か
ど
う
か
は
紙
一
重
で
ど
の
家
庭
に

で
も
お
こ
り
う
る
こ
と
だ
』
と
感
じ
て

い
る
方
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も

へ
の
虐
待
の
理
由
は
様
々
で
、
と
て
も

複
雑
で
す
。 

◆
虐
待
と
「
し
つ
け
」
の
違
い 

「
し
つ
け
」
は
、
子
ど
も
の
欲
求
や

理
解
度
に
配
慮
し
な
が
ら
、
生
活
習
慣

や
生
き
て
い
く
力
、
思
い
や
り
、
社
会

の
ル
ー
ル
な
ど
を
身
に
つ
け
る
よ
う

に
働
き
か
け
る
こ
と
で
す
。
子
ど
も
を

思
う
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な

い
こ
と
へ
の
「
怒
り
」・
心
の
不
安
定
さ

を
解
消
す
る
た
め
の
「
は
け
口
」
と
し

て
、
子
ど
も
の
心
身
を
傷
つ
け
た
り
、

存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
虐
待
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
た
と
え
親
が
「
し
つ

け
」
の
つ
も
り
で
行
っ
た
行
為
で
も
、

「
子
ど
も
の
視
点
」
か
ら
み
て
有
害
な

行
為
で
す
。 

子子
供供
虐虐
待待
をを
防防
止止
すす
るる
たた

めめ
にに
（（
前前
編編
））  

    

「
あ
お
も
り
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
」（
略
し
て
「
あ
お
サ
ポ
」）
と

は
、
青
森
県
の
委
託
を
受
け
、
独
身
男

女
の
出
会
い
の
場
と
な
る
イ
ベ
ン
ト

情
報
を
提
供
し
て
出
会
い
の
場
づ
く

り
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
団
体
で
す
。 

 

当
セ
ン
タ
ー
の
個
人
会
員
に
登
録

い
た
だ
く
と
、
協
賛
団
体
等
が
行
う
出

会
い
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
が
メ
ー
ル
マ

ガ
ジ
ン
で
配
信
さ
れ
ま
す
。
会
員
登
録

料
や
年
会
費
は
無
料
で
す
。 

 

あ
お
サ
ポ
に
会
員
登
録
し
て
、
出
会

い
の
チ
ャ
ン
ス
を
増
や
し
ま
し
ょ

う
！ 

◆
会
員
登
録
で
き
る
方 

 

出
逢
い
・
め
ぐ
り
逢
い
を
望
む
満
20

歳
以
上
の
独
身
者
で
、
原
則
と
し
て
青

森
県
に
お
住
ま
い
の
方 

□□
登登
録録
・・
問問
合合
せせ
先先  

 

あ
お
も
り
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー 

 

℡ 

０
１
７-

７
５
１-

１
２
５
０ 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
「
あ
お
サ
ポ
」

で
検
索
く
だ
さ
い
。 

２２
００
１１
８８
年年
漁漁
業業
セセ
ンン
ササ

スス
にに
ごご
協協
力力
をを
おお
願願
いい
しし

まま
すす  

て
の
お
薬
手
帳
を
持
参
し
、
か
か
り
つ

け
医
又
は
か
か
り
つ
け
薬
局
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。 

◎
多
く
の
種
類
の
薬
を
処
方
さ
れ
て

い
る
方
は
ご
注
意
を 

 

広
域
連
合
で
は
、
複
数
の
医
療
機
関

か
ら
多
く
の
種
類
の
薬
を
処
方
さ
れ

て
い
る
方
へ
、
そ
の
お
知
ら
せ
を
お
送

り
し
て
い
ま
す
。
複
数
の
医
療
機
関
を

受
診
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の

医
療
機
関
で
は
処
方
薬
に
つ
い
て
適

切
に
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
全
体
で

見
る
と
同
じ
成
分
の
薬
が
重
複
し
て

処
方
さ
れ
て
い
る
場
合
等
が
あ
り
ま

す
。
お
知
ら
せ
が
届
い
た
方
は
、
す
べ

て
の
お
薬
手
帳
を
持
参
し
、
か
か
り
つ

け
医
又
は
か
か
り
つ
け
薬
局
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。 

◎
医
療
費
通
知
に
つ
い
て 

国
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成
30
年

１
月
１
日
か
ら
医
療
費
通
知
を
確
定

申
告
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
広
域
連
合
か
ら
お
送
り
す
る
医

療
費
通
知
に
は
自
己
負
担
相
当
分
を

記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
時

の
医
療
費
控
除
に
も
ご
活
用
い
た
だ

け
ま
す
。 

な
お
、
対
象
と
な
る
期
間
が
平
成
31

て
い
な
い
家
屋
）
を
売
買
、
贈
与
、
相

続
等
で
所
有
者
を
変
更
す
る
と
き
は
、

「
未
登
記
家
屋
所
有
者
変
更
申
請
書
」

を
役
場
税
務
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。 

◆
家
屋
の
新
増
築
に
つ
い
て 

 

家
屋
を
新
増
築
し
た
場
合
、
固
定
資

産
税
の
家
屋
調
査
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
家
屋
完
成
後
、
役
場
税
務
課

へ
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。 

◆
提
出
先 

 
深
浦
町
税
務
課
、
岩
崎
支
所
、
大
戸

瀬
支
所 

□
問
合
せ
先 

 

税
務
課 
固
定
資
産
係 

 

℡ 

74-

２
１
１
４ 

    

住
民
税
が
毎
月
の
給
与
か
ら
天
引

き
さ
れ
て
い
る
方
は
、
１
年
分
の
税
額

を
「
６
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で
」
の
12

回
に
分
け
て
勤
務
先
の
事
業
所
が
納

入
（
特
別
徴
収
）
し
て
い
ま
す
。
こ
の

間
に
退
職
さ
れ
る
場
合
、
退
職
後
の
残

り
の
住
民
税
を
ま
と
め
て
、
退
職
時
の

給
与
や
退
職
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ

り
納
め
る
制
度
に
ご
理
解
く
だ
さ
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

【
事
業
主
の
皆
さ
ま
へ
】 

①
従
業
員
が
退
職
な
ど
で
住
民
税
の
特

別
徴
収
が
で
き
な
く
な
る
場
合
は
、「
異

動
届
出
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。 

②
翌
年
１
月
以
降
に
退
職
す
る
方
の

住
民
税
に
つ
い
て
、
残
り
の
特
別
徴
収

税
額
が
あ
る
と
き
は
、
退
職
時
の
給
与

や
退
職
金
か
ら
天
引
き
し
て
納
入
す

る
こ
と
（
一
括
徴
収
）
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
12
月
以
前
に
退

職
す
る
方
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
納
入

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

 

税
務
課 

 

℡ 

74-

２
１
１
４ 

 
 
 

 

 

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部 

納
税
管
理
課 

 

℡ 

０
１
７
３-

34-

３
１
４
１  

    

県
で
は
、
米
価
下
落
な
ど
の
影
響
を

受
け
た
稲
作
農
家
を
支
援
す
る
た
め
、

今
年
度
内
に
取
り
組
む
経
営
改
善
に

向
け
た
取
組
の
経
費
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。
活
用
し
た
い
農
家
の
方
は
、

ご
相
談
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。 

◆
対
象
と
な
る
取
組
・
経
費 

①
水
稲
か
ら
野
菜
等
高
収
益
作
物
に

転
換
た
め
の
施
設
・
資
材
・
機
械
の
導

入
経
費 

②
ス
マ
ー
ト
農
業
等
の
低
コ
ス
ト
・
省

力
化
に
向
け
た
技
術
や
機
械
の
導
入

経
費 

◆
補
助
率
等 

対
象
経
費
の
１
／
４
以
内 

（
上
限
１
０
０
万
円
） 

◆
申
込
期
限 

 

12
月
20
日
（
月
） 

□
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 

農
林
水
産
課 

℡ 

74-

４
４
１
１ 

 

退退
職職
後後
のの
住住
民民
税税
はは  

どど
うう
なな
りり
まま
すす
かか
？？  

稲稲
作作
農農
家家
をを
支支
援援
しし
まま
すす  

「「
青青
森森
県県
環環
境境
変変
化化
にに
対対
応応
しし

たた
水水
田田
農農
業業
基基
盤盤
強強
化化
事事
業業
」」  

    

◆
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
（
家
屋
滅

失
申
告
書
に
つ
い
て
） 

住
宅
、
倉
庫
、
車
庫
、
店
舗
な
ど
の

家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊

し
た
と
き
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

必
ず
取
り
壊
し
た
年
の
年
末
ま
で
に

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
固
定
資
産
税

は
、
毎
年
１
月
１
日
（
「
賦
課
期
日
」
と

い
い
ま
す
）
現
在
の
状
況
で
課
税
さ
れ

ま
す
。
そ
の
た
め
、
家
屋
の
取
り
壊
し

た
翌
年
度
か
ら
課
税
さ
れ
な
く
な
り

ま
す
。
取
り
壊
し
を
行
っ
た
年
度
に
つ

い
て
は
そ
の
ま
ま
の
課
税
と
な
り
ま

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

※
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
を
取
り

壊
し
た
場
合 

 

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら
、
「
家
屋
滅

失
申
告
書
」
を
役
場
税
務
課
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
申
告
書
提
出
後
、
現
地

確
認
を
行
い
ま
す
。 

 

◆
未
登
記
家
屋
の
所
有
者
変
更
に
つ

い
て 

 

未
登
記
家
屋
（
法
務
局
に
登
記
さ
れ

固固
定定
資資
産産
税税
にに  

関関
すす
るる
おお
知知
らら
せせ  
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野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害
が

度
々
発
生
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で

も
カ
ラ
ス
は
、
ゴ
ミ
荒
ら
し
や
糞
に
よ

る
道
路
の
汚
染
な
ど
の
環
境
被
害
も

引
き
起
こ
し
、
私
た
ち
の
普
段
の
生
活

に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。 

カ
ラ
ス
は
代
謝
が
高
く
、
数
日
間
餌

を
食
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
餓
死
し
て
し

ま
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
冬
の
餌
を

減
ら
す
こ
と
で
個
体
数
を
減
少
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
、
被
害
軽
減
に
つ
な
が

り
ま
す
。 

自
然
界
の
餌
が
少
な
く
な
る
冬
に
、

い
か
に
餌
を
与
え
な
い
か
と
い
う
こ

と
が
カ
ラ
ス
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。 

「
無
意
識
な
餌
付
け
」
ス
ト
ッ
プ
に
御

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

◆
無
意
識
な
餌
付
け
に
な
っ
て
い
る

事
例 

①
生
活
ゴ
ミ
の
放
置
…
ゴ
ミ
に
ネ
ッ

ト
を
被
せ
る
な
ど
、
カ
ラ
ス
に
荒
ら
さ

れ
な
い
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
ょ
う
。 

②
出
荷
し
な
い
農
作
物
の
放
置
…
出

荷
し
な
い
果
実
や
野
菜
は
、
土
に
埋
め

る
な
ど
カ
ラ
ス
に
発
見
さ
れ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

③
庭
木
の
果
実
・
家
庭
菜
園
の
放
置
…

庭
木
の
果
実
・
家
庭
菜
園
は
す
べ
て
収

穫
・
撤
去
し
カ
ラ
ス
に
与
え
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。 

□
問
合
せ
先 

農
林
水
産
課 

林
業
振
興
係 

℡ 

74-

４
４
１
１ 

    
こ
れ
か
ら
、
気
象
・
海
象
の
厳
し
い

時
期
を
迎
え
、
海
中
転
落
事
故
は
非
常

に
危
険
な
状
況
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
漁
船
海
難
事
故
が
な
い
よ
う
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
安
全
意
識
の
高
揚
と

救
命
胴
衣
着
用
、
漁
船
へ
の
は
し
ご
の

備
え
置
き
及
び
ロ
ー
ラ
ー
等
へ
の
巻

き
込
ま
れ
事
故
防
止
の
徹
底
を
お
願

い
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
海
上
で
の
事
件
・
事
故
等
に

お
い
て
は
、
漁
業
に
携
わ
る
人
だ
け
で

な
く
、
海
で
の
レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
む
人

達
も
含
め
、
い
つ
誰
に
襲
い
か
か
る
か

分
か
ら
な
い
も
の
で
す
。 

 

そ
し
て
、
事
件
・
事
故
等
が
発
生
し

た
場
合
、
そ
の
救
助
・
捜
索
を
行
う
に

当
た
り
、
い
か
に
早
い
段
階
で
情
報
を

入
手
で
き
る
か
が
き
わ
め
て
重
要
な

鍵
と
な
り
ま
す
。 

海
難
事
故
発
生
時
に
は
、
早
期
対
応

の
た
め
、【
海
上
の
事
件
・
事
故
の
通
報

は
「
１
１
８
番
」】
と
知
っ
て
い
た
だ
く

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

青
森
海
上
保
安
部 

 

℡ 

０
１
７-

７
３
４-

２
４
２
２ 

 

農
林
水
産
課 

 

℡ 

74-

４
４
１
１ 

    

今
年
も
ハ
タ
ハ
タ
が
産
卵
の
た
め
、

接
岸
す
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。 

青
森
県
で
は
、
水
産
資
源
の
保
護
培

養
な
ど
の
た
め
、
漁
業
者
だ
け
で
な

く
、
広
く
県
民
の
皆
さ
ん
に
守
っ
て
い

た
だ
く
ル
ー
ル
と
し
て
、
青
森
県
漁
業

調
整
規
則
を
定
め
て
い
ま
す
。 

こ
の
規
則
で
は
、
資
源
保
護
の
た
め

ハ
タ
ハ
タ
卵
（
ブ
リ
コ
）
の
採
捕
は
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ら
を

所
持
・
販
売
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
同
規
則
で
は
、
遊
漁

者
等
の
漁
具
漁
法
の
規
制
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
遵
守
し
て
く
だ
さ

い
。 

◆
青
森
県
の
海
面
で
遊
漁
者
等
が
行

え
る
漁
具
漁
法 

・
竿
つ
り
及
び
手
つ
り
・
た
も
網
、
叉

手
網
ま
た
は
四
つ
手
網
・
投
網
・
や
す

（
発
射
装
置
を
有
す
る
も
の
を
除
く
）

・
徒
手
採
捕
（
潜
水
器
を
使
用
す
る
も

の
を
除
く
。） 

※
カ
ニ
篭
や
通
称
わ
っ
か
網
を
投
げ

入
れ
て
網
を
引
き
寄
せ
採
捕
す
る
こ

と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。 

◆
立
入
禁
止
区
域
や
漁
業
操
業
区
域

で
の
遊
漁
は
と
て
も
危
険
で
す
の
で

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。 

◆
水
難
事
故
防
止
の
た
め
、
必
ず
救
命

胴
衣
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。 

 

□
問
合
せ
先 

 

西
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部 

鰺
ヶ
沢
水
産
事
務
所 

 

℡ 

０
１
７
３-

72-

４
３
０
０ 

 

農
林
水
産
課 

 

℡ 

74-

４
４
１
１ 

カカ
ララ
スス
へへ
のの
「「
無無
意意
識識
なな

餌餌
付付
けけ
」」
スス
トト
ッッ
ププ
キキ
ャャ

ンン
ペペ
ーー
ンン
にに
つつ
いい
てて  

漁漁
船船
海海
難難
事事
故故
のの  

未未
然然
防防
止止
にに
ごご
協協
力力
をを  

  

ハハ
タタ
ハハ
タタ
のの
採採
捕捕
にに
注注
意意  



  
       

広報ふかうら（お知らせ版）⑤ 

    

◎
高
額
療
養
費
（
外
来
年
間
合
算
）
に

つ
い
て 

◆
支
給
対
象
者 

 

基
準
日(

令
和
３
年
７
月
31
日)

時

点
で
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

の
窓
口
負
担
割
合
が
１
割
の
方
。 

◆
対
象
期
間 

令
和
２
年
８
月
１
日
～
令
和
３
年

７
月
31
日
の
１
年
間
。 

◆
支
給
額 

対
象
期
間
中
の
外
来
診
療
の
自
己

負
担
額
の
合
計
か
ら
高
額
療
養
費
で

支
給
さ
れ
た
分
を
差
し
引
い
た
額
が
、

１
４
４
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
、

超
え
た
分
を
支
給
し
ま
す
。 

◆
支
給
申
請 

・
こ
れ
ま
で
に
高
額
療
養
費
を
支
給
さ

れ
た
こ
と
の
あ
る
方
で
支
給
対
象
と

な
っ
た
方
に
は
、
登
録
済
み
の
口
座
に

支
給
し
ま
す
の
で
申
請
は
不
要
で
す
。

・
こ
れ
ま
で
に
高
額
療
養
費
を
支
給
さ

れ
た
こ
と
の
な
い
方
（
高
額
療
養
費
の

支
給
口
座
を
登
録
し
て
い
な
い
方
）
に

は
、
12
月
中
旬
（
予
定
）
に
広
域
連
合

よ
り
申
請
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま 

す
の
で
、
お
知
ら
せ
が
届
い
た
方
は
市

町
村
の
窓
口
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

 

な
お
、
対
象
期
間
中
に
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
た
方
や
転
入
し

た
方
の
場
合
、
支
給
対
象
で
あ
っ
て
も

申
請
の
お
知
ら
せ
が
送
付
さ
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
対
象
期
間
内

の
外
来
に
係
る
自
己
負
担
額
の
合
計

が
１
４
４
，
０
０
０
円
を
超
え
た
方
は

問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

◆
申
請
に
必
要
な
も
の 

・
支
給
申
請
書 

・
高
額
療
養
費(

外
来
年
間
合
算)

の

支
給
申
請
に
つ
い
て
（
お
知
ら
せ
） 

・
保
険
証
（
被
保
険
者
証
） 

・
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
が
わ

か
る
も
の
（
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
） 

・
本
人
確
認
書
類
（
官
公
庁
発
行
、
発

給
の
顔
写
真
付
き
身
分
証
明
書
等
） 

・
印
鑑
（
認
印
） 

・
通
帳
（
ま
た
は
通
帳
の
コ
ピ
ー
）
等

口
座
情
報
の
わ
か
る
も
の 

※
被
保
険
者
が
亡
く
な
っ
て
い
る
場

合
は
受
領
申
立
書
、
代
理
人
が
受
領
す

る
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。 

※
対
象
期
間
中
、
青
森
県
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
以
外
の
医
療
保
険
へ
の
加

入
歴
と
自
己
負
担
額
が
あ
る
場
合
は
、

そ
の
医
療
保
険
の
自
己
負
担
額
証
明

書
が
必
要
で
す
。 

 

◎
医
療
費
通
知
に
つ
い
て 

 

広
域
連
合
で
は
、
被
保
険
者
の
皆
様

に
医
療
費
に
対
す
る
認
識
と
理
解
を

深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
年

１
回
、
１
年
分
の
医
療
費
を
記
載
し
た

「
医
療
費
通
知
書
」
を
送
付
し
て
い
ま

す
。 

 

対
象
と
な
る
期
間
は
令
和
３
年
１

月
受
診
分
か
ら
12
月
受
診
分
で
す
が
、

受
診
し
た
医
療
機
関
か
ら
の
診
療
情

報
は
、
審
査
支
払
機
関
に
て
審
査
終
了

後
に
当
広
域
連
合
へ
情
報
提
供
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、「
医
療
費
通
知
書
」
が
お

手
元
に
届
く
の
は
令
和
４
年
２
月
末

頃
に
な
り
ま
す
。 

 
な
お
、「
医
療
費
通
知
書
」
は
、
確
定

申
告
の
際
の
医
療
費
控
除
に
も
使
用

で
き
ま
す
が
、
右
記
理
由
に
よ
り
確
定

申
告
の
開
始
時
期
ま
で
に
お
届
け
で

き
な
い
た
め
、
お
急
ぎ
の
方
は
領
収
書

で
ご
対
応
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

福
祉
課 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 

℡ 

０
１
７-

７
２
１-

３
８
２
１ 

    

事
業
主
、
事
業
者
団
体
の
皆
様
、
助

成
金
の
利
用
や
、
各
種
規
程
の
見
直

し
、
賃
金
計
算
の
方
法
な
ど
、
労
務
管

理
に
関
す
る
お
悩
み
に
つ
い
て
、
青
森

働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
専
門
家
（
社
会
保
険
労
務
士
）
に

よ
る
個
別
訪
問
支
援
な
ど
を
無
料
で

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご

活
用
く
だ
さ
い
。 

◆
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 

℡ 

０
８
０
０-

８
０
０-

１
８
３
０ 

※
「
青
森
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン

タ
ー
社
会
保
険
労
務
士
会
」
で
検
索
！

 

□
問
合
せ
先 

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署 

労
働
時
間
相
談
・
支
援
班

℡ 

０
１
７
３-

35-

２
３
０
９ 

 

後後
期期
高高
齢齢
者者
医医
療療  

被被
保保
険険
者者
のの
みみ
なな
ささ
まま
へへ  

青青
森森
働働
きき
方方
改改
革革  

推推
進進
支支
援援
セセ
ンン
タタ
ーー
をを  

ごご
活活
用用
くく
だだ
ささ
いい
！！  



 

広報ふかうら（お知らせ版）⑥ 
    

※
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
処
理
期
限

が
迫
っ
て
い
ま
す
。 

古
い
コ
ン
デ
ン
サ
ー
・
変
圧
器
に
は
、

毒
性
が
強
い
油
で
あ
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
が
使
用

さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

 

高
濃
度
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
含
む
コ
ン
デ
ン

サ
ー
・
変
圧
器
は
、
来
年
３
月
31
日
ま

で
に
処
分
す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
お
り
、
期
限
内
に
処
分
し
な

い
と
、
罰
則
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。 

 

普
段
立
ち
入
ら
な
い
倉
庫
や
物
置
の

奥
、
高
い
場
所
な
ど
で
も
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
も
う
一
度
す
み
ず
み
ま

で
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
！ 

 

ま
た
、
古
い
溶
接
機
に
も
高
濃
度
の

Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
含
む
コ
ン
デ
ン
サ
ー
が
使
わ

れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

な
お
、
万
が
一
発
見
さ
れ
た
場
合
に

は
、
県
環
境
保
全
課
ま
た
は
中
南
地
域

県
民
局
環
境
管
理
部
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
！ 

※
処
理
費
用
等
に
関
す
る
支
援
制
度
が

あ
り
ま
す
。
同
様
に
、
県
環
境
保
全
課

ま
た
は
中
南
地
域
県
民
局
環
境
管
理
部

へ
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
保
全
課 

 

℡ 

０
１
７-

７
３
４-

９
５
８
４ 

 

中
南
地
域
県
民
局
環
境
管
理
部 

 

℡ 

０
１
７
２-

31-

１
９
０
０ 

    

東
北
森
林
管
理
局
は
、
国
有
林
野
の

管
理
経
営
に
皆
さ
ま
の
声
を
役
立
て
て

い
く
た
め
、
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
て
い

ま
す
。 

◆
募
集
人
員 

 

48
名
程
度 

※
各
地
域
内
の
人
数
及
び
年
齢
・
男
女

比
等
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
最
終
的
な

人
数
と
前
後
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

◆
募
集
期
間 

 

12
月
１
日
（
水
）
～
１
月
31
日
（
月
）

 

当
日
必
着 

◆
任 

 

期 

 

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
２
年
間 

◆
内 

 

容 

 

ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
回
答
、
現
地
見
学

会
及
び
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
会
議
へ
の
出

席
な
ど
。 

 

応
募
資
格
、
応
募
方
法
な
ど
、
詳
し

く
は
東
北
森
林
管
理
局
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
担
当
ま
で
問

合
せ
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

東
北
森
林
管
理
局 

 

企
画
調
整
課 

林
政
推
進
係 

 

℡ 

０
１
８-

８
３
６-

２
２
２
８ 

 

Fax 

０
１
８-

８
３
６-

２
０
３
１ 

 

メ
ー
ル 

t
_
k
i
k
a
k
u@
ma
f
f
.
g
o
.
jp 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

h
t
t
p
:
/
/
ww
w.
r
i
n
y
a
.
ma
ff
.
g
o
.
j
p

/
t
o
h
o
k
u
/ 

    

青
森
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
で
は
無

料
職
業
紹
介
事
業
と
し
て
看
護
職
の

相
談
員
が
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
出
向
い
て
、
看
護
職
の
皆
様
の
お
仕

事
探
し
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。 

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

◆
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
五
所
川
原 

・
開
催
日
…
12
月
22
日
（
水
）、
１
月

26
日(

水)

、
２
月
16
日
（
水
）
、
３
月

23
日
（
水
） 

・
時
間
…
９
時
～
11
時
30
分
ま
で
随

時
受
付 

◆
弘
前
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
（
ヒ
ロ
ロ

ス
ク
エ
ア
内
） 

・
開
催
日
…
12
月
20
日(

月)

、
１
月

17
日(

月)

、
２
月
21
日(

月)

、
３
月

28
日(

月) 

・
時
間
…
13
時
30
分
～
16
時
ま
で
随

時
受
付 

※
青
森
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー(

青
森

市)

で
は
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
９
時

～
16
時
ま
で
、
来
所
・
電
話
・
メ
ー
ル

等
で
随
時
、
相
談
を
受
付
け
て
い
ま

す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

公
益
社
団
法
人
青
森
県
看
護
協
会 

 

青
森
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー 

 

℡ 

０
１
７-

７
２
３-

４
５
８
０ 

   

 

 

古古
いい
倉倉
庫庫
やや
工工
場場
なな
どど
をを

おお
持持
ちち
のの
方方
へへ  

令令
和和
４４
・・
５５
年年
度度
国国
有有
林林

モモ
ニニ
タタ
ーー
のの
募募
集集  

「「
看看
護護
のの
おお
仕仕
事事
移移
動動
相相

談談
」」
をを
開開
催催
しし
てて
いい
まま
すす  



 
    

広報ふかうら（お知らせ版）⑦ 

    

相
談
員
が
借
金
の
状
況
等
を
お
伺

い
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
弁
護
士
等
に

引
継
ぎ
を
行
い
ま
す
。
一
人
で
悩
ま

ず
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

秘
密
厳
守
・
無
料
で
す
。 

◆
受
付
時
間 

 

月
～
金
（
祝
日
・
年
末
年
始
除
く
）

 

８
時
30
分
～
12
時 

 

13
時
～
16
時
30
分 

◆
相
談
専
用
電
話 

 

℡ 

０
１
７-

７
７
４-

６
４
８
８ 

□
問
合
せ
先 

 

東
北
財
務
局
青
森
財
務
事
務
所 

 

理
財
課 

 

℡ 

０
１
７-

７
２
２-

１
４
６
３ 

     

     

採
用
さ
れ
る
た
め
の
就
職
活
動
ポ
イ

ン
ト
（
仕
事
の
探
し
方
・
応
募
書
類
の

作
成
・
面
接
等
）
に
つ
い
て
、
45
歳
以

上
の
方
に
特
化
し
た
内
容
の
セ
ミ
ナ
ー

を
実
施
し
ま
す
。
参
加
申
込
は
電
話
ま

た
は
メ
ー
ル
で
。
参
加
費
無
料
（
定
員

先
着
20
人
） 

◆
会
場
・
日
時 

【
弘
前
会
場
】 

 

１
月
24
日
（
月
） 

 

弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー 

 

４
Ｆ
第
４
研
修
室 

【
青
森
会
場
】 

 

１
月
25
日
（
火
） 

 

リ
ン
ク
モ
ア
平
安
閣
市
民
ホ
ー
ル 

 

会
議
室
（
１
） 

【
八
戸
会
場
】 

 

１
月
26
日
（
水
） 

 

友
の
会
福
祉
会
館 

 

２
Ｆ 

第
１
会
議
室 

◆
時 

間 

 

13
時
30
分
～
15
時
30
分 

 

そ
の
後
、
希
望
者
個
別
相
談 

 

16
時
～
17
時 

※
当
セ
ミ
ナ
ー
は
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
の
求
職
活
動
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
。 

□
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 

ネ
ク
ス
ト
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
あ
お

も
り 

 

℡ 

０
１
７-

７
２
３-

６
３
５
０ 

 

メ
ー
ル 

 
c
h
u
u
k
ou
ne
n
@
i
m
s
-
hi
ro
s
a
k
i
.
c
om 

      

放
送
大
学
で
は
、
２
０
２
２
年
４
月

入
学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

 

放
送
大
学
は
、
Ｂ
Ｓ
放
送
や
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
授
業
を
行
う
通
信
制
の
大

学
で
す
。「
働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を

卒
業
し
た
い
」「
時
間
に
余
裕
が
で
き
た

の
で
学
び
を
楽
し
み
た
い
」「
資
格
取
得

を
目
指
し
た
い
」
な
ど
、
様
々
な
目
的

で
、
様
々
な
年
代
や
職
業
の
方
が
学
ん

で
い
ま
す
。 

 

詳
し
い
資
料
を
無
料
で
送
り
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

◆
放
送
大
学
の
魅
力 

・
放
送
大
学
は
、
正
規
の
通
信
制
大
学

で
す
。
（
大
学
卒
業
の
資
格
を
取
得
） 

・
学
ぶ
意
欲
が
入
学
資
格
。
学
力
試
験

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

・
半
年
の
在
学
も
Ｏ
Ｋ
。１
科
目
目
か
ら

学
べ
ま
す
。（
約
３
０
０
科
目
を
開
講
） 

・
負
担
の
少
な
い
授
業
料
が
魅
力
で
す
。

（
１
科
目
／
２
単
位
…
１
１
，
０
０
０
円
）

 

・
学
習
セ
ン
タ
ー
や
サ
テ
ラ
イ
ト
ス
ペ

ー
ス
が
、
様
々
な
相
談
に
対
応
し
ま
す
。

 

◆
出
願
期
間 

 

11
月
26
日
（
金
） 

～
３
月
15
日
（
火
） 

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
出
願
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
。 

□
資
料
請
求
（
無
料
）・
問
合
せ
先 

 

放
送
大
学
青
森
学
習
セ
ン
タ
ー 

 

℡ 

０
１
７
２-

38-

０
５
０
０ 

 

八
戸
サ
テ
ラ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス 

 

℡ 

０
１
７
８-

70-

１
６
６
３ 

 

放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

 
h
t
t
p
s
:/
/w
w
w
.
o
u
j
.a
c.
j
p 

   

 

中中
高高
年年
のの
たた
めめ
のの
「「
再再
就就
職職

支支
援援
セセ
ミミ
ナナ
ーー
」」
開開
催催  

放放
送送
大大
学学  

入入
学学
生生
募募
集集
のの
おお
知知
らら
せせ  

  

借借
金金
にに
関関
すす
るる
相相
談談
窓窓
口口  



  
  

 

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑧ 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

『『認認知知症症ササポポーータターー』』ととはは、認認知知症症※ににつついいてて正正ししくく理理解解しし、、地地域域のの中中でで認認知知症症のの人人      

ややそそのの家家族族をを温温かかくく見見守守るる「「応応援援者者」」ののここととでですす。。何か特別なことをする人ではなく、 

普段の暮らしの中で、自分ができる範囲で、認知症の人とその家族の暮らしを支えて

います。  

 ※認知症とは、脳の病気によって記憶力や判断力が低下することなどにより、日常生 

  活や社会生活に支障がでている状態を言い、その原因はさまざまです。 

 

 

 

 

 認知症サポーターになるには、「認知症サポーター養成講座」を受講する必要があり 

ます。深浦町では、認知症になっても安心して暮らせる町づくりを目指し、認知症サポ 

ーターを養成するため、講座を開催していただける団体等に無料で講師を派遣し、講座の 

開催を支援しています。自治会の集まりや職場、学校、趣味の集まりや友人のグループな 

どで養成講座をぜひ開催してください！ 

 

認知症の理解（認知症の症状、認知症の予防、認知症の人との接し方など） 

認知症サポーターについて 等 

      

６０分～９０分 

 

講座開催のための研修を修了したキャラバン・メイト 

 

 町内に在住・通勤・通学している人を中心とした集まり 

      

開催者でご用意ください  

 

※講座を受講された方には、サポーターの証である認知症サポーターカードを配布します。 

 

  

を開催しませんか 

【講座の申込み・お問合せ】 

深深浦浦町町地地域域包包括括支支援援セセンンタターー  
電電話話：：00117733--7744--44442211  FFaaxx::00117733--8822--00115588  
 

地域で 学校で 職場で 




